
電力需給約款【低圧】新旧対照表（案） 

新条文 現行条文 

 

備考 

Ⅰ 総則 

2026 年 7 月 1日改定 

【 １ 適用 ～ 2 定義 表記省略 】 

3 本約款の変更 

(1) 省略 

(2) 本約款の変更にともない，(3)に定める場合を除き，供給条件の説明および契約締結

前の書面交付および契約締結後の書面交付を，以下のとおり行うことについてあらか

じめ承諾していただきます。 

イ 供給条件の説明および契約締結前の書面交付を行う場合は，書面の交付または当社

が適当と判断した方法により行い，説明および記載を要する事項のうち当該変更を

しようとする事項のみを説明し，記載します。 

口 契約締結後の書面交付を行う場合には，当社が適当と判断した方法により行い，当

社の名称および住所，契約年月日，当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号

を記載します。 

(3) 本約款の変更が，法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更そ

の他の電気需給契約の実質的な変更をともなわない内容である場合には，供給条件の

説明および契約締結前の書面交付については，説明を要する事項のうち当該変更しよ

うとする事項の概要のみを書面交付することなく説明することおよび契約締結後の書

面交付をしないことについてあらかじめご承諾いただきます。 

【 4 単位および端数処理 ～ 42 管轄裁判所 表記省略 】 

 

附  則 

1 本約款の実施期日 

本約款は，2016 年 4 月 1日から実施いたします。 

本約款は，2026 年 7 月 1日から変更し実施いたします。 

 

別  表 

3. 1．契約種別は，次のとおりといたします。 

(1) 「発電産地応援プラン A」 

【イ 適用範囲 ～ ハ 契約電流 表記省略】 

 ニ 料金 

  料金は，基本料金，（以降表記省略） 

（イ）基本料金 

  基本料金は，1月につき次のとおりといたします。（以降表記省略） 

Ⅰ 総則 

2026 年 3 月 1日改定 

【 １ 適用 ～ 2 定義 表記省略 】 

3 本約款の変更 

(1) 省略 

(2) 本約款の変更にともない，(3)に定める場合を除き，供給条件の説明および契約締結

前の書面交付および契約締結後の書面交付を，以下のとおり行うことについてあらか

じめ承諾していただきます。 

イ 供給条件の説明および契約締結前の書面交付を行う場合は，書面の交付，当社が適

当と判断した方法により行い，説明および記載を要する事項のうち当該変更をしよ

うとする事項のみを説明し，記載します。 

口 契約締結後の書面交付を行う場合には，当社が適当と判断した方法により行い，当

社の名称および住所，契約年月日，当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号

を記載します。 

(3) 本約款の変更が，法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更そ

の他の電気需給契約の実質的な変更をともなわない内容である場合には，供給条件の

説明および契約締結前の書面交付については，説明を要する事項のうち当該変更しよ

うとする事項の概要のみを書面交付することなく説明することおよび契約締結後の書

面交付をしないことについてあらかじめご承諾いただきます。 

【 4 単位および端数処理 ～ 42 管轄裁判所 表記省略 】 

 

附  則 

1 本約款の実施期日 

本約款は，2016 年 4 月 1日から実施いたします。 

本約款は，2026 年 3 月 1日から変更し実施いたします。 

 

別  表 

4. 1．契約種別は，次のとおりといたします。 

(1) 「発電産地応援プラン A」 

【イ 適用範囲 ～ ハ 契約電流 表記省略】 

 ニ 料金 

  料金は，基本料金（発電産地応援金を含む），（以降表記省略） 

（イ）基本料金（発電産地応援金を含む） 

  基本料金(発電産地応援金を含む)は，1 月につき次のとおりといたします。（以降表
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※実施日変更 

 

 

 

 

 

 

※料金項目の定

義を変更 

※基本料金の注

記を変更 



 

 
 

 

（ロ）電力量料金 （表記省略） 

（ハ）発電産地応援金 

料金に含まれる発電産地応援金は，1 月につき次のとおりといたします。 

 税抜価格 税込価格 

1 契約につき 100 円 00 銭 110 円 00 銭 

 

【 ニ 料金 （ニ）最低月額料金 表記省略 表記省略 】 

 

(2) 「発電産地応援プラン C」 

【イ 適用範囲 ～ ニ 契約容量 表記省略】 

ホ 料金 

  料金は，基本料金，（以降表記省略） 

（イ）基本料金 

  基本料金は，1月につき次のとおりといたします。（以降表記省略） 

 

（ロ）電力量料金 （表記省略） 

（ハ）発電産地応援金 

料金に含まれる発電産地応援金は，1 月につき次のとおりといたします。 

 税抜価格 税込価格 

1 契約につき 100 円 00 銭 110 円 00 銭 

 

【 2．再生可能エネルギー発電促進賦課金 ～ 7．使用電力量の協定 表記省略 】 

 

8. 日割り計算の基本算式 

日割計算の基本算式は，次のとおりといたします。 

(1) 基本料金，または最低月額料金の料金を日割りする場合（以降表記省略） 

 

 

【 8．日割り計算の基本算式 （2）日割計算に応じて電力量料金を算定する場合        

～ 10．当社の取次業者 表記省略 】 

 

 

 

記省略） 

（ロ）電力量料金 （表記省略） 

（ハ）発電産地応援金 

基本料金に含まれる発電産地応援金は，1 月につき次のとおりといたします。 

 税抜価格 税込価格 

1 契約につき 100 円 00 銭 110 円 00 銭 

 

【 ニ 料金 （ニ）最低月額料金 表記省略 表記省略 】 

 

(2) 「発電産地応援プラン C」 

【イ 適用範囲 ～ ニ 契約容量 表記省略】 

ホ 料金 

  料金は，基本料金（発電産地応援金を含む），（以降表記省略） 

（イ）基本料金（発電産地応援金を含む） 

  基本料金(発電産地応援金を含む)は，1 月につき次のとおりといたします。（以降表

記省略） 

（ロ）電力量料金 （表記省略） 

（ハ）発電産地応援金 

基本料金に含まれる発電産地応援金は，1 月につき次のとおりといたします。 

 税抜価格 税込価格 

1 契約につき 100 円 00 銭 110 円 00 銭 

 

【 2．再生可能エネルギー発電促進賦課金 ～ 7．使用電力量の協定 表記省略 】 

 

8. 日割り計算の基本算式 

日割計算の基本算式は，次のとおりといたします。 

(1) 基本料金(発電産地応援金を含む)，または最低月額料金の料金を日割りする場合（以

降記載省略） 

 

【 8．日割り計算の基本算式 （2）日割計算に応じて電力量料金を算定する場合        

～ 10．当社の取次業者 表記省略 】 
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※料金項目の定

義を変更 

※基本料金の注

記を変更 

 

 

※発電産地応援

金の説明文言変

更 

 

 

 

 

※日割計算の基

本算式の説明文

言変更 


